
山口市長　伊　藤　和　貴

発注の概要

入札に参加できる者の資格要件（ここに掲げる要件を全て満たすこと。）

令和8年6月25日

山口市阿東地域（教育委員会事務局教育総務課が指定する場所）

履 行 期 間 （始期については、契約日の翌日が閉庁日の場合は、同日以後の
閉庁日でない日とする。）

　入札者は、山口市競争入札参加者心得（以下「参加者心得」という。）及び入札条件を
熟読の上、入札すること。

　次の契約に係る条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに当該入札の場所及
び日時その他入札について必要な事項を地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第
１６７条の６第１項の規定により、次のとおり公告する。

公告日の前日において、物品・業務委託等に係る契約の競争入札
参加資格及び登録を定めた告示(令和6年12月3日山口市告示第175
号)に規定する入札参加資格を、次の営業種目について有している
こと。

競 争 入 札 参 加
資 格 登 録

「006車両・船舶類」のうちの「001四輪車両」

公告日の前日において、市内業者又は準市内業者(本店又は支店、
営業所若しくはこれらに準ずる事務所を山口市内に有する者をい
い、競争入札参加資格登録の区分が「市内」又は「準市内」であ
る者に限る。)であること。

登 録 営 業 種 目

契約日の翌日から令和9年3月31日まで

履 行 場 所

件 名 スクールバス購入事業

事後公表とする。

事後公表とする。

適用しない。

入札書比較価格

予 定 価 格

種 別 物品・業務委託等

業 務 概 要 スクールバスとして使用する、コミューターバスを購入するもの

総 合 評 価
落 札 方 式

技 術 者 配 置

所 在 地

不問

不問

法令上の許可等

入 札 公 告

同種・類似契約
実 績

不問
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契約に関する事項

入札の方法等

設計図書類等の閲覧方法

質問書の受付及び回答の方法

内 容 質 問 書

免除

山口市公式ウェブサイトに掲載閲 覧 方 法

設計図書類等に関して質問があるときは、内容質問書(参加者心得
様式第２号)を電子メール又は持参により提出すること(電子メー
ルの場合、送信後に必ず電話連絡を行うこと。)。

入 札 保 証 金

前 払 金

部 分 払

無

提 出 書 類
（ 入 札 会 場 に
お い て 提 出
す る も の ）

予定価格の制限の範囲内の有効な入札がなかった場合、かつ、再
度入札の対象者がある場合は、再度入札を行う。初回の入札及び
再度入札を合わせた入札回数は、３回までとする。

免除

無

不問資 格 ・ 登 録 等

契 約 保 証 金

電子契約の可否
この契約の締結は、受注者の希望により電子契約の方法によるこ
とができる。希望する場合の手続は、入札条件に定める。

入 札 方 法

令和８年７月１０日（金）午前１０時

入 札 会 場

代理人による入札の場合は、委任状

山口市役所２階　会議室２０１（山口市亀山町２番１号）

再 度 入 札

入 札 日 時

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該
当する者でないこと。

(2)公告日から入札日(郵便入札の場合は、開札日)までの間のいず
れの日においても、山口市入札参加資格者に係る指名停止等措置
要領に基づく指名停止を受けていないこと。

(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申
立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始
の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始
の決定を受けた者を除く。)でないこと。

(4)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がない
こと。

そ の 他

会場入札
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同等品審査依頼及び回答の方法

入札の中止、無効及び失格入札等

入札条件、契約条項等

その他必要な事項

連絡先等

提 出 先
山口市教育委員会事務局　教育総務課
学校管理担当（詳細下記）

提 出 期 限

入札結果は、入札日（郵便入札にあっては、開札日）の午後５時までに、山口市公式ウェ
ブサイトに掲載する。

入札条件は、参加者心得及び別添の設計図書類等に示すところによる。また、契約書約
款、入札に関する要綱等については、山口市公式ウェブサイト又は下記の入札執行課の窓
口で閲覧できる。

(1)参加者心得第13条の規定に該当する入札は中止とし、参加者心得第11条の規定に該当
する入札は無効とし、参加者心得第12条の規定に該当する入札者は失格とするほか、入札
条件に定めるところによる。
(2)この入札においては、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度のいずれの適用もし
ない。

回 答 方 法

回 答 方 法
回答は、内容質問の受理後、令和８年７月７日(火)午後５時まで
に、速やかに山口市公式ウェブサイトに掲載する。

回答は、内容質問の受理後、令和８年７月７日(火)午後５時まで
に、速やかに山口市公式ウェブサイトに掲載する。

審 査 依 頼

仕様書中で参考機種を示した物品について、仕様を満たす機種で
あれば当該参考機種以外の機種でも可とするが、その場合は同等
品審査依頼をすること。ただし、既に他者の審査依頼に基づき同
等品と示されたものについては、重ねて審査依頼をすることを要
しない。

提 出 期 限 令和８年７月２日（木） 午後５時まで

電子メール　k-somu@city.yamaguchi.lg.jp

現場説明は、実施しない。

この公告における「閉庁日」とは、山口市の休日に関する条例(平成17年山口市条例第9
号)に規定する休日をいう。

〒７５３－８６５０　山口市亀山町２番１号

山口市教育委員会事務局　教育総務課　学校管理担当

電話番号　０８３－９３４－２９４７
入札執行課

依 頼 方 法
同等品の一覧（任意様式）及び当該機種のカタログ等（写し可）
を、電子メール又は持参により、提出すること（電子メールの場
合、送信後に必ず電話連絡を行うこと）。

令和８年７月２日（木） 午後５時まで

山口市教育委員会事務局　教育総務課
学校管理担当（詳細下記）

提 出 先
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